
に数字を入力して・・・・ に計算結果を入力してください

　Ⅰ　そこで現在の生活費（住宅ローンは除く）を 万円としますと年間　 万円
①になります。

「家族の生活資金」として７割にしますと①×70％＝ 万円②

末子の年齢が 歳ですので社会人までの期間 ２２歳－ 　　歳＝　 歳（Ａ）年間

「家族の生活資金」は ②×（Ａ） 万円 となります。

　Ⅱ　その他の必要資金として下記をご選択下さい。※別紙必要な資金の算出例をご参考に下さい。

第一子

　お葬式代

　教育費（幼稚園～高校）

　教育費（大学）

　子供の結婚資金

　相続対策資金

　その他のローン

　　　 (単位：万円)

上記の生活資金Ⅰとその他の必要資金Ⅱとして 　　合計 万円となります。

　　　　Ⅲ　遺族年金による年金による収入。(厚生年金加入者の場合)
※年金額は平成19年度

期間

　　　年

　　　年

　　　年
　　　年

※記入に関しては別紙「国から貰えるお金」をご確認ください。 合計

　　　　Ⅳ　妻の年収による収入。
年収額 期間

　　　　　　　　　　　　妻の年収 　　　　　　　万円 × 年 ＝ 万円

上記の年金収入Ⅲと妻の年収による収入Ⅳの 合計 万円となります。

 「生活資金」　 － 「収入」

　　　　　　家族の生活資金の不足分は 万円となります。

※記入に際してご不明な点はmail@hoken110.comまでご連絡ください。

合計

　　　　万円

　　　　万円
　　　　万円遺族厚生年金　※６５歳までの分で算出 　　万円

59.42万円

受給内容

遺族基礎年金（お子様二人が１８歳以下）

遺族基礎年金（お子様末子が１８歳以下）

124.79万円

102万円

年金額

中高齢寡婦加算年金

合計金額

　　　　万円

　　　　万円

合計

その他

＝家族の生活資金になります。

年金受給金額から見る必要保障額(厚生年金加入者の場合)
末子が大学を卒業するまでの生活資金を「家族の生活資金」といいます。奥様が老後を迎えるまでにいくらの

生活資金が必要か算出します。

一般に「家族の生活資金」を現在の月間生活費の7割見積ﾘます。

第二子


